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指定者管理者制度とは→ 
 
それまで地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をは

じめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的
に代行させることができる（行政処分であり委託ではない）制度である。 

「公の施設」には道路、水道や公園等も含まれるとされている。地方自治法の一部改正で2003年6

月 13 日公布、同年 9 月 2 日に施行された。小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公

営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができる。(wikipedia より参考) 

各地方公共団体が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式などで指定管理者（以

下：管理者）候補の団体を選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最

終的に選ばれた管理者に対し、管理運営の委任をすることができる。 

管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可能となり、その

施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方公共団体との協定の範囲

内で管理者の収入とすることができる（地方自治法 244 条の 2 8 項より）。 

導入された背景・問題点 
 
期待される意義として挙げられる点 

①利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上 

② 管理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減 

しかし、様々な問題点がこの制度によって生まれた。 

①地方では「適切な管理者が見当たらない」という理由だけで、従来から管理委託などをしてきた

外郭団体などに継続して委ねる事例が見られる。  

②制度導入の真の狙いが運営費用と職員数の削減にあることから、行政改革の面だけが過剰に

着目される。  

③「弾力性や柔軟性のある施設運営」という建前がありながら、実際には地方公共団体担当者の

理解不足や条約・規制等に阻まれることで、民間の実力が十分に発揮できない。  



④指定期間の満了後も同じ団体が管理者として継続して指定を受けられる保証は全く無く、選考

に漏れるなどによって管理者が変更した場合は殆どの職員が入れ替わってしまうことも考えられる。

また、指定期間が 3～5年程度と短期間であれば正規職員を雇用して配置することが困難となるな

ど人材育成は極めて難しくなり、当然ながら職員にも専門性が身につかない。  

⑤指定期間の短かさは人材育成と同時に設備投資や運営面での長期的計画も阻んでいる。特に

教育・娯楽関連の施設では経費節減のために「場当たり的な運営」しか出来なくなることで集客力

が減少し、それに伴う収益の減少によって必要経費も充分捻出できなくなり、結果として更に客足

が遠のくといった悪循環に陥る可能性が高い。  

導入された後の各地の美術館の変化 
例①大阪市は直営でも民間委託でもない、ミュージアムの「地方独立行政法人化」に向け模索を

始めた。この制度は指定管理者と同じく２００３年に導入が可能となり、大学などに先行事例が

ある。「事業の継続性を保証できるのが最大の利点」と導入を進めた。対象は大阪市立美術

館、大阪市立科学館など５館。現在は３つの財団が運営に当たるが、独法化の際には１法人

にまとめスケールメリットを出すことも考えた。「美術、科学、歴史の施設が連携すればサービ

スも充実するし、予算も効率的に使えると新たな美術館経営の展望へ向かった。 

例②横浜美術館では、２００５年にわたしの美術展－『市民が選んだ』横浜美術館ベスト・コレクショ

ン〉（７月 29 日~８月 31 日）は、まさに昨今の公立美術館の現状を象徴するような内容で、同展

は２００４年、開館 15 周年記念として「横浜美術館コレクション 私が選んだこの１点」と銘打ち、

一般に同館コレクションから最も好きな作品を募集した。応募した市民の各々の作品に関する

コメントを展示作品に添えたりしながら、“市民参加型”の展覧会を意図するとともに、夏休み

にちなんだ子供向けのプログラムを数々用意、展開して、より幅広い層に開かれた、社会教育

施設としての美術館のあり様をアピールし、子供や様々な世代の層から美術館に足を運ばせ

る機会を創作した。 
 
美術館を活性化させるには？～これからの指標～ 
より多くの観覧者を増やし、美術館を活性化させるには「市民参加」の美術館つくりと

いうスローガンが必要だと思われる。そして魅力的な展示物の導入である。 
市民参加の美術館つくりというのは子供から成人まで幅広い年齢層で構成可能な個人の作

品の展示会などを行うことである。公共性を保ちながら、もっと積極的にアウトリーチを

進めていくのが良いだろうと考える。貸しスペースとしての美術館としても働きながら、

それによって美術館と積極的に触れ合える機会をもっと広げていくことで展示物や美術の

魅力に気づける機会を設けることが必要だと考える。 
 


